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公開前審査 

 

 出願公開前に審査した時点で拒絶理由が存在した場合は拒絶理由を通知しているが、後に出願公開さ

れると特許法第 29 条の 2 の先願となる未公開出願を発見した場合は、当該先願となる未公開出願の出

願公開を待って拒絶理由の通知を行う。この場合は審査を一時保留している旨の通知書を審査官名で出

願人に通知する（以下の記載例を参照）。 

 

 

＜記載例１＞ 

           

通知書 

           

            特許出願の番号   特願○○○○－○○○○○○ 

                      平成○○年○月○日 

            特許庁審査官    ○○ ○○ 

            特許出願人代理人    ○○  ○○  様 

           

             標記の特許出願に関する先行技術文献の調査を行ったところ、 

           後に出願公開されると特許法第２９条の２の先願となる未公開の 

出願を発見しました。このため、現在、審査を一時保留している 

ことを参考までに通知します。 

            なお、当該未公開の出願が出願公開された後（平成○○年○月 

頃の予定）に、改めて拒絶の理由を通知します。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

       この通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありまし 

たら次の連絡先までご連絡ください。 

審査第【漢数字】部【審査室】 【審査官（補）名】 

ＴＥＬ．０３－３５８１－１１０１ 内線 

ＦＡＸ．０３－    － 

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002900200000000000000000000000000
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＜記載例２＞ 

 

通知書 

           

            特許出願の番号   特願○○○○－○○○○○○ 

                      平成○○年○月○日 

            特許庁審査官    ○○ ○○ 

            特許出願人代理人    ○○  ○○ 様 

           

             標記の特許出願に関する先行技術文献の調査を行ったところ、 

           特許法第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願であって、のちに 

同項の明細書の翻訳文及び同項又は同条第 2 項の請求の範囲の 

翻訳文が提出されると同法第 29 条の 2 の先願となる出願を発見 

しました(下記参照)。このため、現在、審査を一時保留している 

ことを参考までに通知します。 

        なお、上記翻訳文が提出された後に、改めて拒絶の理由を通知 

します。 

 

記 

 

国際公開第２０○○／○○○○○○号参照（特に第○頁参照） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

       この通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありまし 

たら次の連絡先までご連絡ください。 

審査第【漢数字】部【審査室】 【審査官（補）名】 

ＴＥＬ．０３－３５８１－１１０１ 内線 

ＦＡＸ．０３－    － 

 


